
 不利益処分名

根拠法令・条項

 所    管    課

 処　分  基  準 　・設　定　　　・設定できない　　　・基準を公開できない

聴聞又は弁明の別 ・聴　聞 ・弁　明聴聞・弁明の機会
の付与の区分

（聴聞又は弁明の
手続を省略する場
合の根拠条項等）

ただし、行政手続法第１３条第２項第４号に規定する
「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納
付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭
の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」に
該当するため、手続を省略する。

個別法により聴聞
又は弁明の手続の
適用が除外される
場合の根拠法令及
び条項

「不利益処分」基準等公開票（法律又は命令）

不正利得の徴収

介護保険法第22条

介護保険課

　偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町
村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる
ほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第５１条の３
第１項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第５１条の４第１
項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第６１条の３第１
項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第６１条の４第
１項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるとき
は、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りそ
の他不正の行為によって支給を受けた額の１００分の２００に相当する額
以下の金額を徴収することができる。

２　前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護
についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若
しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当
するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当す
るサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断
書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、
市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して
同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

３　市町村は、第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者、第４
２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第４６条第１
項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第５３条第１項に
規定する指定介護予防サービス事業者、第５４条の２第１項に規定する指
定地域密着型介護予防サービス事業者又は第５８条第１項に規定する指定
介護予防支援事業者（以下この項において「指定居宅サービス事業者等」
という。）が、偽りその他不正の行為により第４１条第６項、第４２条の
２第６項、第４６条第４項、第４８条第４項、第５１条の３第４項、第５
３条第４項、第５４条の２第６項、第５８条第４項又は第６１条の３第４
項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等か
ら、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還さ
せるべき額に１００分の４０を乗じて得た額を徴収することができる。

〔参考〕
介護保険法第二十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
（平成27年厚生労働省告示第277号）


